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令和７年田村市教育委員会１月定例会議事録 

 

１ 日  時  令和７年１月１５日（水） 午後３時００分 

 

２ 場  所  田村市役所 ３階 ３０４会議室 

 

３ 出席委員  教育長       飯村 新市 

        教育長職務代理者  根内 喜代重 

        委員        栁沼 かおり 

委員        佐藤 由香理 

        委員        渡辺 隆治 

 

４ 欠席委員  なし 

 

５ 出席職員  教育部長                橋本 弘明 

教育総務課長              三浦 幹 

        学校教育課長              小松 信哉 

        生涯学習課長              菅野 勝栄 

        船引公民館長兼文化センター館長     松崎 博志 

        教育アドバイザー            箭内 良一 

        教育総務課課長補佐兼教育総務係長    助川 勇造 

教育総務課教育施設係長         大山 茂男 

        学校教育課管理主事兼課長補佐兼指導管理係長  佐久間 誠 

学校教育課教育振興係長         紺野 健太郎 

生涯学習課課長補佐兼スポーツ振興係長  遠藤 和夫 

生涯学習課生涯学習係長         本田 啓介 

船引公民館副館長            松崎 久幸 

（書記）教育総務課主査         坪井 真里子 

 

６ 案件 

  報告第１号  専決処分の承認について 

         【専決第１号 財産の取得について】 

  報告第２号  専決処分の承認について 

         【専決第２号 財産の取得について】 

  報告第３号  専決処分の承認について 

         【専決第３号 財産の取得について】 

  報告第４号  令和７年度田村市学校給食センター運営方針などの答申について 
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７ 審議経過 

 会議に先立ち、事務局より令和７年教育委員会定例会及び臨時会の名称について説明。 

 これまで定例会及び臨時会の名称を「第１回定例会」、「第１回臨時会」としていたが、定例会

においては「１月定例会」、臨時会においてはこれまでどおり「第１回臨時会」と表記の仕方を変

更する旨説明し、全委員より承諾を得る。 

 

【午後３時００分 開会】 

◇教育長 ただいまから、令和７年田村市教育委員会１月定例会を開会いたします。 

早速ではありますが、会期及び議事日程は本日の１日間とし、別紙日程によって進めたいと思

いますが、ご異議ございませんか。 

◇委員 （異議なし） 

◇教育長 ご異議ないものと認めます。よって会期及び議事日程は、本日の１日間とし、別紙日

程によって進めることに決定いたします。次に、会議録署名委員の指名を行います。今回の委

員会は、「根内喜代重 委員」と「栁沼かおり 委員」にお願いいたします。書記は、教育総務

課坪井主査を指名します。 

次に、前回開催の令和６年第１２回定例会会議録の朗読をお願いします。 

◇書記 ［令和６年第１２回定例会議事録朗読］ 

◇教育長 ただいま朗読の会議録について、承認することにご異議ありませんか。 

◇委員 （異議なし） 

◇教育長 ご異議ないものと認めます。よって、令和６年第１２回定例会会議録は、承認するこ

とに決定いたします。 

◇教育長 日程第３、議案上程に移ります。さっそく議案審議に入ります。 

 

◎報告第１号 専決処分の承認について【専決第１号 財産の取得について】 

◎報告第２号 専決処分の承認について【専決第２号 財産の取得について】 

◎報告第３号 専決処分の承認について【専決第３号 財産の取得について】 

◇教育長 報告第１号から報告第３号までの専決処分の承認についての報告は、関連した内容

でありますので、一括して審議したいと思いますが、ご異議ありませんか。 

◇委員 （異議なし） 

◇教育長 それでは、報告第１号から第３号の専決処分の承認について、説明を求めます。 

◇教育部長   （報告第１号から３号まで議案書朗読） 

◇学校教育課長 （報告第１号から３号まで、説明） 

◇教育長 ただいま説明の報告第１号から報告第３号までの専決処分の承認について、質問・意

見をお願いします。 

◇教育長 なぜ追認議決が必要なのか詳細を説明してください。 

◇学校教育課長 小学校教師用教科書及び指導書の取得によるものですが、平成２７年度の契

約金総額は 2千 529万 9,637円であり、２千万円を超過しております。当時の認識としては、

契約の相手方が３社となっており、それぞれの契約金額が２千万円以下でありましたので、議

会の承認は得る必要がないという理解でした。昨年１２月上旬になり他の自治体において田

村市と同じような案件があり、議会承認が必要となる事例が出たため、、県や市の総務部と協
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議・検討した結果、１社あたりの金額ではなく、総額で２千万円を超える場合は、議会の承認

が必要だという結論に至りました。このため、今回追認で議会の議決を求めることとなりまし

た。 

◇教育部長 地方自治法及び議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関する条例

において、動産、不動産の別によらず、予定価格が２千万円を超える財産の取得について議会

の承認を得ることとなっています。これまでの購入価格が、１社あたり２千万円を超えており

ませんでしたので、議会の議決は必要ないものと認識しておりました。しかし、昨年１２月に

他自治体で同様の案件が発生したため確認したところ、国の解釈としては、１契約あたりの金

額ではなく、財産取得に係る総額が２千万円を超える場合は、議会の議決が必要との見解を示

したため、議会の議決を得ていなかった平成２７年度、令和２年度、令和６年度の財産取得に

ついて次の臨時議会に追認で提案することとしました。 

◇根内委員 予算に関しては議決を得ているのですか。 

◇教育長 得ております。 

◇佐藤委員 令和６年度は契約事業者が２社になっています。平成２７年度、令和２年度契約は

３社でしたので１社が辞退したということでしょうか。 

◇学校教育課長 令和２年度まで３社ありました。この３社は担当校が決められておりました

が、このうち１社が担当する小学校が令和５年度の統廃合によって無くなってしまったこと

で、令和６年度は２社の契約となったものです。 

◇教育長 小学校の統廃合によって学校数が減って教員の数も減っているのに、教師用教科書

数が令和２年度の７２７冊から令和６年度の１，４５３冊と２倍になっているのはなぜです

か。 

◇学校教育課長 確認し後日回答いたします。 

◇渡辺委員 教師用教科書の購入周期は決まっているのですか。 

◇教育長 現在は４年周期となっています。 

◇渡辺委員 財産を処分する際はどうするのですか。 

◇教育長 古くなった書籍については、保管している学校もあれば処分している学校もあり、各

学校の判断で行っています。議会の議決を得なければならない程の費用にはなっておりませ

ん。 

◇佐藤委員 今回の追認は小学校用ですが、中学校用は大丈夫なのですか。 

◇教育長 中学校は冊数が少ないので、総額が２千万円を超えておりませんでした。 

◇佐藤委員 令和６年度小学校用の契約金額が３千７００万円を超えていますので、中学校も

２千万円を超えることがあるかもしれませんね。いずれにしても事務手続きに注意し執行し

てください。 

◇教育長 このほか、質問・意見はございませんか。 

◇委員 （なし） 

◇教育長 それでは、ご意見がないようですので、報告第１号から報告第３号 専決処分の承認

について、原案のとおり承認することにご異議ありませんか。 

◇委員 （異議なし） 

◇教育長 ご異議ないものと認めます。よって、報告第１号から報告第３号 専決処分の承認に

ついては、原案のとおり承認いたします。 
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◎報告第４号 令和７年度田村市学校給食センター運営方針などの答申について 

◇教育長 報告第４号 令和７年度田村市学校給食センター運営方針などの答申について、説

明を求めます。 

◇教育部長    （報告第４号について議案書朗読） 

◇学校教育課長  （報告第４号について説明） 

◇教育長 ただいま説明の報告第４号 令和７年度田村市学校給食センター運営方針などの答

申について、質問・意見をお願いします。 

◇委員 （なし） 

◇教育長 それでは、ご意見がないようですので、報告第４号 令和７年度田村市学校給食セン

ター運営方針などの答申について、原案のとおり承認することにご異議ありませんか。 

◇委員 （異議なし） 

◇教育長 ご異議ないものと認めます。よって、報告第４号 令和７年度田村市学校給食センタ

ー運営方針などの答申については、原案のとおり承認いたします。 

 

８ その他 

◇教育長 日程第４ その他の案件について、はじめに、委員の皆様からございましたらお願い

します。 

◇委員 （なし） 

◇教育長 それでは、事務局からお願いします。 

◇事務局  

 １ 事業報告事項について（教育部長） 

   ・令和７年田村市議会第１回臨時会 

会期 令和７年１月２１日（火） １日間 

２ 各事業の報告について（教育総務課長） 

３ 令和７年２月までの行事予定について（教育総務課長） 

４ 事業実施状況及び予定について（学校教育課長、生涯学習課長） 

 【学校教育課】 

・令和６年度田村市学力向上ラウンドテーブル 

・ウィンターチャレンジキャンプ 

・学校運営協議会情報交換会 

  【生涯学習課】 

   ・田村市青少年健全育成市民会議「お仕事体験事業」 

   ・令和７年田村市はたちの集い 

   ・第７１回文化財防火デーに伴う堂山王子神社防災訓練 

   ・デンソーエアリービーズホーム公式戦 

   ・常葉地域学校協働本部が「コミュニティ･スクールと地域学校協働活動の一体的推進」

の文部科学省大臣表彰を受賞 

 ５ その他 
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◇教育長 以前、佐藤委員から質問があった学校運営協議会の傍聴については、原則公開となっ

ておりますので、事前に連絡をいただき学校の了解が得られれば、いつでも傍聴することがで

きます。ただ、発言権はありません。 

◇学校教育課長 日程については各学校運営協議会から年間予定の報告がありますので、まと

めて提示することは可能です。 

◇佐藤委員 田村市青少年健全育成市民会議で実施した「お仕事体験事業」は受け入れていただ

いた企業には謝金の支払いはあるのでしょうか。 

◇生涯学習課長 謝金の支払いはありません。企業の社会貢献活動の一つとなっており、企業側

が事業を推進しているところです。 

◇佐藤委員 これだけの参加者がいて需要があるのであれば、ほかの企業にも声をかけてほし

いです。いろいろな体験をするということは大事だと思います。たくさんの企業がありますの

でもっと広めていただきたいと思いました。 

◇生涯学習課長 現状ですと予算や移動手段、スタッフの確保などの課題がありますが、そうい

ったところも視野に入れていきたいと思います。 

◇佐藤委員 人数制限があって参加できなかった場合は、次回は優先させるなどの工夫があっ

てもいいのかなと思いますので、よろしくお願いします。 

◇教育長 全体を通して、ご質問ありませんか。 

◇委員  （なし） 

◇教育長 以上をもちまして、令和７年田村市教育委員会１月定例会を閉会いたします。 

【午後３時４８分 閉会】 

 

前記、会議の経過を記載して相違ないことを証するため、ここに署名する。 

 

 

令和７年１月１５日 

 

教育長   

 

 

委 員   

 

 

              委 員 


